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今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、以下の通り、企業支援策に関する最新情報、税務に
関する重要な法令およびガイダンスについての最新情報をご案内させて頂きます。
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1. 個人所得税法の基礎控除額および扶養控除額の調整に関す
る国会常務委員会決議954/2020/UBTVQH14

個人所得税法04/2007/QH12および個人所得税法の一部条

項を修正・補足する法律26/2012/QH13の第19条第1項が規

定する基礎控除額および扶養控除額を調整する2020年6月2

日付け国会常務委員会決議が出されました。具体的には以下

の通りです。

•   納税者本人に対する基礎控除額は月当たり11百万VND

（従来は月当たり9百万VND）。そして、

•   扶養親族1人当たりの扶養控除額は月当たり440万VND

（従来は月当たり360万VND）。

この決議は2020年7月1日から施行され、2020年課税年度か

ら適用されます。
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2. Covid-19パンデミック状況下の企業支援策に関する政府決
議84/NQ-CP

年次の土地リース料を支払う形態で管轄当局の決定または管轄当局との契約に基づいて国家から直接土地リースを
受けている企業、組織、世帯、個人がCovid-19禍の影響により事業活動を停止せざるを得なかった場合に2020年の
土地リース料が15％減額されます。

Covid-19パンデミック状況下の事業活動の困難軽減措置に関する2020年5月29日付け政府決議84/NQ-CPが公布されました。
具体的には、以下のような注目すべき事項があります。

国内消費刺激策として、国内で生産または組立した自動車の2020年中の登録料が50％減額されます。

中小企業発展基金から直接または間接に借入をしている中小企業は金利が2％引き下げられます。

2020年3月以降に発生した国内で生産または組立した自動車に関わる特別消費税の納付期限が延長されます。期
限は2020年12月31日まで延長されます。また、国内生産の発展支援のための特別消費税に関する規定改正が、
引き続き政府によって検討されています。
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2. Covid-19パンデミック状況下の企業支援策に関する政府決
議84/NQ-CP

企業で働いている外国人の専門家、企業管理者、技術者に対する労働許可証の期限延長。ベトナムへ入国できな
い、または、再入国できない人に代わる外国人の専門家、企業管理者、技術者に対する新規労働許可証の発行。

Covid-19対策における寄付金、支援金が、法人所得税上の損金として認められます。

その他、Covid-19パンデミック状況下の小企業・零細企業支援策として、2020年の法人所得税30％減税が政府
から提案されており、国会常務委員会および国会で検討されています。

ベトナムでの投資プロジェクト、事業で働く外国人の専門家、企業管理者、投資家、高度技術者は、企業の事業活
動を維持するためにベトナムへの入国が許可されますが、感染症対策に関する規定を順守する必要があります。
ベトナムで生活し働く外国人への差別は厳禁です。

この問題については、ホーチミン市労働・傷病兵・社会局から、ホーチミン市の地域へ入国する場合の詳細ガイダ
ンスおよび企業が提出すべき申請様式が2020年5月29日付けOfficial Letter 13413/SLDTBXH-VLATLDとして発
行されています。
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政令Decree 41/2020/ND-CPの実施に関する2020年5月20日付け財政省Official Letter 5977/BTC-TCTが発行されました。
宛先は、各省庁、政府直属機関、および、各省および中央直轄都市の各人民委員会となっています。

この財政省ガイダンスでは、Decree 41/2020/ND-CPの第3条が規定する法人所得税および付加価値税の納付期限延長に
関連する内容について注意を喚起しています。具体的には、以下の通りです。

3. Decree 41/2020/ND-CPの実施に関する財政省Official 
Letter 5977/BTC-TCT
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3. Decree 41/2020/ND-CPの実施に関する財政省Official 
Letter 5977/BTC-TCT

2019年課税年度の確定申告に基づく追加法人所得税納税額は、
• Decree 91/2014/ND-CPの第4条第6項およびCircular 151/2014/TT-BTCの第17条が規定する四半

期毎の法人所得税仮納税額を含みません。
• 確定申告による年間納税総額の20%が上限額となります。

企業の法人所得税課税年度が暦年と異なる場合、延長期限は、企業の法人所得税課税年度に応じて
定められます。

法人所得税納税額が増額となるような2019年度法人所得税確定申告書への修正申告を租税管理法の規
定に基づいて行い、納税延長期限前までに税務当局へ提出した場合：

2019年度法人所得税確定申告の税務調査があり、納税延長期限前に税務調査の結論が出された場合：
• 納税期限延長の対象となる税額は、上述 (1) の原則に基づいて定められます。ここでの確定申告によ

る年間納税額は、税務調査の結論に基づきます。
• 延長される期間は、2019年課税年度の法人所得税確定申告書提出期限から5カ月です。

税金および土地リース料の納付期限延長を受ける対象者は、付加価値税の納税期限も延長されますが、
その対象となる付加価値税には、本社での付加価値税額、および、本社とは異なる省での建設工事または
省をまたぐ建設工事を請け負い当該地方で納税義務が発生する付加価値税額を含みます。

• 納税期限延長の対象となる税額は、上述 (1) の原則に基づいて定められます。ここでの確定申告によ
る年間納税額は、修正申告書に基づきます。
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4.優遇輸出入関税率表を改正するDecree 57/2020/NĐ-CP

輸出関税率表、優遇輸入関税率表、絶対税・混合税の適用物品リストおよび税額、クォータ適用物品のリストおよび
クォータ外の輸入関税率表に関する2020年5月25日付けDecree 57/2020/ND-CPが発行されました。注意すべき点は以
下の通りです。
• 課税物品リストに基づく優遇輸出入関税表、絶対税・混合税の適用物品リストおよび税額、クォータ適用物品のリスト

およびクォータ外の輸入関税率表が公布されました。
• 2020年から2024年の段階での自動車生産組立分野に対する発展を優先する裾野製品を製造、加工（組立）するため

の国内生産がまだ可能でない材料、資材、部品に関わる優遇輸入関税率0％を規定しています。
上記規定の適用対象は、以下の通りです。

o 自動車の部品、消耗部品を生産、加工（組立）する企業。
o 自動車の部品、消耗部品を自社で生産、加工（組立）する自動車の生産、組立企業。

優遇税率を受けることが可能な期間：毎年1月1日から6月30日まで、または、7月1日から12月31日までで最大6カ月
を超えないこと。

• その他、Decree 125/2017/ND-CPおよびDecree 125/2017/ND-CPの別表における「2019年1月1日以降にWTO公
約を履行する一部品目に関わる優遇輸入関税率規定」に関する内容が廃止されます。

Decree 57/2020/ND-CPは、2020年1月1日から適用される自動車部品に関わる優遇輸入関税率に関する第2条第3項
の規定を除いて、2020年7月10日から施行されます。
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